
請 願 番 号 請願第５号 

件     名 日本政府に選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を

求める意見書採択についての請願  
受 理 年 月 日 令和２年３月３日 

紹 介 議 員 井深正美、堀田信夫、森下満寿美、田中成佳、松原徳和、 

服部勝弘、高橋和江、原 菜穂子  
付 託 委 員 会 文教委員会  
（ 請 願 要 旨 ）  

現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、

通称使用などによる不利益、不都合を強いられている。婚姻の際、実際には９６％

が夫の姓になっているのは間接的な女性差別であり、夫婦同姓の強制は、両性の

平等と基本的人権を掲げた憲法に違反する。別姓を望む人に、その選択を認める

選択的夫婦別氏制度、いわゆる選択的夫婦別姓制度の導入を求める声はますます

切実である。女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止も緊急の課題である。 

国連の女性差別撤廃委員会を初めとする国際機関は、日本政府に対し民法の差

別的規定の廃止を繰り返し勧告している。法制審議会は、１９９６年に選択的夫

婦別姓の導入などを含む民法の一部を改正する法律案要綱を答申しているが、２

０年以上もたなざらしのままである。 

２０１５年１２月、最高裁判所は「夫婦同姓の強制は合憲」という不当な判断

を示したが、２０１６年３月、女性差別撤廃委員会は、最高裁判断にかかわらず、

現行民法の規定は差別的であるとして、改めて早急な是正を勧告している。最高

裁判断後も、別姓制度を求める男性が提訴、世論調査でも賛成が反対を上回って

いる。最高裁は、制度の在り方については国民の判断、国会に委ねるべきだと強

調しており、一日も早い国会の対応が求められる。 

以上のことから、下記事項について請願する。 

記 

１ 選択的夫婦別姓の導入など、直ちに民法を改正する意見書を国に提出するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審  議  結  果 令和 ２年 ３月２６日（木） 採択 


